
岩手県医療局管理規程第４号 

 医療局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成31年３月29日 

岩手県医療局長 大 槻 英 毅  

   医療局組織規程の一部を改正する規程 

 医療局組織規程（昭和35年岩手県医療局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （病院の組織）  （病院の組織） 

第３条 病院に、次の表に掲げるところにより、部、センター

、室及び科を置く。 

第３条 病院に、次の表に掲げるところにより、部、センター

、室及び科を置く。 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 中央病院以外の病院 (２) 中央病院以外の病院 

 センター 室 科   センター 室 科  

  ［略］    

 

  ［略］    

   ［略］    ［略］  

 医療安全管理室（宮古

病院、大船渡病院、胆

沢病院、中部病院、久

慈病院、遠野病院、磐

井病院、南光病院、釜

石病院、二戸病院、千

病院及び一戸病院に

限る。） 

   医療安全管理室（宮古

病院、大船渡病院、胆

沢病院、中部病院、久

慈病院、遠野病院、磐

井病院、南光病院、釜

石病院、江刺病院、二

戸病院、千 病院及び

一戸病院に限る。） 

  

    

    

   ［略］      ［略］   

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （職）  （職） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同

表の中欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、そ

の職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同

表の中欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、そ

の職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 区 分 職 職 務   区 分 職 職 務  

 本庁 課及び室     本庁 課及び室 特命参事 上司の命を受け、部下の職員

を指揮監督し、課又は室の事

務で特に命ぜられた事務を掌

理する。 

 

   特命課長  ［略］     特命課長  ［略］  

    ［略］       ［略］   

   ［略］       ［略］    

 ［略］   ［略］  

３～９ ［略］ ３～９ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



   附 則 

 この規程は、平成31年４月１日から施行する。 
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